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福知山市令和５年度災害復旧融資特別支援事業要綱 
 
（趣旨） 

第１条 この要綱は、令和５年台風第７号で被災し、災害復旧のための融資を受けた本
市で事業を行う法人、個人事業主その他団体に対して、予算の範囲内において福知山
市災害復旧融資特別支援事業利子補給金（以下「利子補給金」という。）を交付する
ことに関し福知山市補助金交付規則（昭和２８年福知山市規則第５号）に定めるもの
のほか、必要な事項を定めるものとする。 
（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定め
るところによる。 

（１）中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定
する中小企業者をいう。 

（２）団体 常時使用する従業員が１００人以下であって、一般社団法人、公益社団法
人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、社会福祉法人、農事組合法人、特定
非営利活動法人、学校法人等のことをいう。 

（３）中小企業者等 中小企業者及び団体のことをいう。 
（交付対象者） 

第３条 利子補給の対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、次の各号のいず
れにも該当する者とする。 

（１）令和５年台風第７号により直接的に被災し、本市が発行するり災（被災者）証明
を受けている者 

（２）本市において事業を営む中小企業者等で、被災後においても引き続き市内で事業
を営む者 

（３）市税の滞納がない者 
（４）利子補給金と同趣旨であると市長が認める他の利子補給措置を受けていない者 
（対象融資） 

第４条 利子補給の対象となる融資は、令和５年台風第７号による被害の復旧のための

次の各号のいずれかに該当する融資（以下「対象融資」という。）であって、令和６
年３月２９日までに実行された証書貸付とする。 

（１）京都府が実施する災害対策緊急資金 
（２）その他災害復旧に要する融資であって、市長が認めるもの 
（利子補給の期間） 

第５条 利子補給の対象となる期間は、対象融資が実施された日から６０回目の利子の
支払の約定日又は５年を経過する日のいずれか早い日までの間とする。 
（利子補給金の額） 

第６条 利子補給金の額は、前条に規定する期間内において、対象融資が実施された日



から１２回目の利子の支払の約定日までの間については支払った利子の全額とし、同

日の翌日以後については支払った利子に２分の１を乗じて得た額とする。ただし、返
済が延滞した場合は、その延滞した期間に係る利子を除くものとする。 

２ 利子補給金の額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 
（申込書の提出等） 

第７条 利子補給を受けようとする交付対象者（以下「交付申込者」という。）は、対
象融資実施後に取扱金融機関を経由して福知山市令和５年度災害復旧融資特別支援
事業申込書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、融資実行後３０日を経過
する日までに市長に申し込まなければならない。ただし、この要綱の施行の日までに
対象となる融資を受けた者は、この要綱の施行の日から３０日以内に申し込まなけれ
ばならないものとする。 

（１）り災（被災者）証明書 
（２）返済予定表 
（３）金融機関の副申書（別記様式第２号） 

（４）承諾書（別記様式第３号） 
（５）その他市長が必要と認める書類 
２ 市長は、前項の規定による申込みを受けたときは、その内容を審査の上、その結果
を福知山市令和５年度災害復旧融資特別支援事業受付（却下）通知書（別記様式第４
号）により交付申込者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の規定により利子補給事業の受付をする場合で、必要があると認める
ときは、条件を付すことができる。 
（申込内容の変更等） 

第８条 前条第２項の規定により利子補給事業の受付をされた交付対象者（以下「利子
補給事業者」という。）は、同条第１項の規定による申込みの内容を変更しようとす
るときは、速やかに福知山市令和５年度災害復旧融資特別支援事業申込内容変更申請
書（別記様式第５号）に次に掲げる書類を添えて、市長に申請し、承認を受けなけれ

ばならない。ただし、利子補給金の額に変更を生じない場合又は予定表等の軽微な変
更である場合については、市長と協議し、その指示に従うものとする。 

（１）対象融資が変更されたことを証する書類 
（２）その他市長が必要と認める書類 
２ 前項に規定する申請に対する審査及び通知については、前条第２項及び第３項の規
定を準用する。 
（利子補給金の交付申請の時期及び手続） 

第９条 利子補給事業者は、１２回目、２４回目、３６回目、４８回目及び６０回目の
利子の支払が終了した後に、福知山市令和５年度災害復旧融資特別支援事業利子補給
金交付申請書（別記様式第６号。以下「申請書」という。）に次に掲げる書類を添え
て、市長に申請しなければならない。 

（１）利息支払証明書 
（２）納税証明書 

（３）その他市長が必要と認める書類 
２ 前項の規定にかかわらず、利子補給事業者は、同項に規定するそれぞれの時点まで
の間に次の各号のいずれかに該当する場合は、その時点で申請書にそれぞれ当該各号
に定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

（１）対象融資が実施された日から５年を経過した場合 前項各号に掲げる書類 
（２）対象融資を完済した場合 前項各号に掲げる書類及び完済を証する書類 
３ 市長は、前２項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めた
ときは、利子補給金の交付を決定し、これを指令書（別記様式第７号）にて通知する
ものとする。 



（利子補給金の請求及び交付） 

第10条 前条第３項に規定する通知を受けた利子補給事業者は、速やかに市長に所定の
請求書により利子補給金の請求を行わなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する請求の後に利子補給金を交付するものとする。 
（交付の制限） 

第11条 市長は、利子補給事業者が第７条第１項の規定による申込みの後、第９条第１
項又は第２項に規定するそれぞれの申請までの間に、次の各号のいずれかに該当する
と認めたときは、当該期間に係る利子補給金を交付しない。 

（１）対象融資を資金の使途に従って使用しないとき。 
（２）交付対象者でなくなったとき。 
（３）その他市長が交付することが適当でないと認めたとき。 
（交付の取消し及び返還） 

第12条 市長は、利子補給事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利
子補給金の交付の決定を取り消し、又は既に利子補給金が交付されているときは、そ

の全部若しくは一部を返還させることができる。 
（１）虚偽その他不正の手段により利子補給金の交付の決定又は交付を受けたとき。 
（２）法令又はこの要綱に違反したとき。 
（３）その他市長が不適正と認めたとき。 
（書類の保存等） 

第13条 利子補給金の交付を受けた利子補給事業者は、当該利子補給金に係る収入及び
支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び関係書類を当該利子補給金の交付を受
けた年度終了後１０年間保存しなければならない。 
（その他） 

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。 
 
附 則 

この要綱は、令和５年９月２８日から施行し、令和５年８月１４日から適用する。 


